
1

Beyond the agenda

1. 個別の論点の前に議論すべきことがあるのではないか

⚫ 検討プロセスの妥当性

➢ 仕様書なしにコーディングしているようなもの

⚫ 何がすれ違っているのか

⚫ 良い制度を作るには

2. 個人情報保護法は何を保護する法律なのか

⚫ 個人の権利に根ざしていると言えるのか？

3. 個人情報保護委員会の在り方

⚫ 役割の放棄？
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知っておくべきプロセス

法律の制定や改正は１年に一回しかチャンスはない。

そして、そのためのプロセスは決まっている。

原 則
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＊予算関連法案以外の通常の法案の通常国会を想定した場合のスケジュール
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２つのブラックボックスと行政の無謬性の壁

行政プロセス

今ココ
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与党プロセスの影響 部会協議 政務調査会 総務会
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立法スケジュール

部会協議 政務調査会 総務会 可決が不明
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与野党協議 多数決の確立

国会での
修正

政党プロセスの影響

行政プロセス
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Agendaについて特に言いたいこと

1. 守られるべき個人の権利利益の外延

⚫ 個人情報の本質と定義が一丁目一番地

2. 個人情報取扱事業者による個人データの利用の適正性を
本人の関与により規律しようとする仕組みの実効性

⚫ 自律的ガバナンスは機能しているのか

⚫ 認定個人情報保護団体による共同規制の在り方

3. 個人データそのものの特徴に起因する考慮要因

⚫ 要配慮個人情報の保護の重要性と公益とのバランス
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